
1 

 

令和７（２０２５）年６月９日 

             殿 

要請者  

埼 玉 弁 護 士 会 

会 長 宗 像 英 明 

 

埼玉消費者被害をなくす会 

理事長  池 本 誠 司 

 

埼玉県消費者団体連絡会 

代表幹事 柿沼 トミ子 

代表幹事 高田 美恵子 

代表幹事 吉川  尚彦 

 

埼玉県消費生活コンサルタントの会 

代表      山 下  則 子 

 

地方消費者行政の維持強化のため国の財政支援の継続を 

要望する意見書の採択を求める要請書 

 

第１ 要請の趣旨 

貴議会が、国会、内閣、関係各省庁及び消費者庁に対し、国民生活の安心安

全を担う地方消費者行政の維持・強化を継続できるよう、下記の施策を求める

意見書を採択していただきたく要請致します。 

記 

１．国は、消費生活相談員の人件費に充てることを含む人材確保及び処遇改善

に活用できる地方消費者行政に関する交付金を令和８（２０２６）年度以降

も継続的に措置すること。 

２．全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）の刷新及び相

談業務のデジタル化に伴う地方公共団体の設備導入及び運営の経費を、国に

おいて全額負担する措置を講ずること。 

３．地方消費者行政の事務のうち消費生活相談業務及び相談情報集約事務、適

格消費者団体の活動支援事務など、国と地方公共団体相互の利害に関係する
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事務であって国全体の水準を確保する必要があるものについては、地方財政

法１０条の適用によりその全部または相当部分を国が恒常的に財政負担する

ことを検討すること。 

４．消費者被害防止に取り組む適格消費者団体及び地域の消費者団体の育成・

活動支援・連携のために地方公共団体が行う支援事務に対し、国は財政支援

を継続・拡充すること。 

 

第３ 要請の理由 

１ 消費者被害の現状と地方の相談窓口の重要性 

平成２１（２００９）年の消費者庁創設以来、国と地方公共団体は相互に

連携して消費者被害防止に向けた施策を講じてきたにもかかわらず、全国の

消費生活センターに寄せられる消費生活相談件数は年間９０万件前後に高止

まりしています。高齢者を狙う悪質訪問販売業者の手口の巧妙化・悪質化

や、取引のデジタル化に伴う匿名性の悪用や取引の複雑化により、消費者個

人の注意では到底消費者被害を防止できない状況となっています。  

埼玉県内においても、令和５（２０２３）年度の消費生活相談件数は５

２，０１７件に上り、平均契約購入金額は９６９，３３８円に上昇し、６５

歳以上の高齢者の相談件数は２０．４％を占めています。 

したがって、消費生活相談体制の整備及び機能強化、消費者被害防止の啓

発・教育の充実、法令違反業者に対する指導・処分等の地方消費者行政は、

一層拡充・強化する必要があります。 

 ２ 消費生活相談体制の維持のため交付金措置の継続の必要性  

国は、消費者庁創設以来、地方公共団体に対し、消費者行政の活性化・充

実・強化のための交付金措置を継続し、地方公共団体はこれを活用して消費

生活相談体制の整備、消費者啓発事業等の施策を展開してきました。とりわ

け消費生活相談員の人件費にも充てることができる地方消費者行政推進事業

の交付金は、相談体制の整備に大いに活用されてきました。  

   消費生活相談情報は、ＰＩＯ－ＮＥＴを通じて国と地方公共団体で情報共

有しており、消費者被害防止の注意喚起に活用するだけでなく、国と都道府

県による事業者指導・処分の端緒情報に活用し、また国の消費者関連法制度

の見直しにも活用するなど、わが国の消費者行政施策の情報基盤と言えま

す。 

この交付金措置が、令和７（２０２５）年度末をもって終了となります。
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このまま推移すると、財政力の弱い地方公共団体は、消費生活相談員の雇用

継続や相談体制の維持が困難となるおそれがあり、消費者被害防止の各種施

策も縮小・後退するおそれがあります。 

加えて、消費生活相談員は、消費者問題の専門的知見を有する資格保有者

であり、消費者と事業者間の紛争を適切な解決に向けて調整する高度の専門

的な役割を担う職務であるにも関わらす、定期昇給のない会計年度任用職員

制度の適用に伴い、雇止めの割合が平成３０（２０１８）年度１３．３％か

ら令和６（２０２４）年度３４．７％に急増しているなど、高度の専門性に

見合う処遇とは到底言えません。その結果、消費生活相談員の年齢構成は６

０歳代以上が５０．６％を占め、近年は、新たな消費生活相談員の確保が困

難な状態が全国的に深刻な事態となっています。  

そこで、国は、地方公共団体に対し、相談員の人件費にも充てられる交付

金措置を令和８（２０２６）年度以降もしばらく継続することが喫緊の課題

です。 

 ３ ＰＩＯ－ＮＥＴシステムの刷新とデジタル化に関する国の費用負担  

ＰＩＯ－ＮＥＴシステムは、これまで、国の費用負担により独自のネット

ワークを構築し、各地の消費生活相談情報を国が集約し、消費者施策全般に

活用してきました。国は、ＰＩＯ－ＮＥＴシステムが令和８（２０２６）年

に更新時期を迎えるのを契機に、相談情報の活用強化に対応できる設備の全

面的刷新を進めています。 

消費者庁は、システム刷新に伴う端末機の導入費用は国が負担する方針を

表明しましたが、新システムの運営管理の諸費用がどこまで国が負担するこ

とになるのは不明点が多く、地方公共団体では不安が広がっています。 

そこで、我が国の消費者行政施策全体の情報基盤の質を維持向上するた

め、ＰＩＯ－ＮＥＴシステムの刷新とデジタル化に関する費用は国が負担す

ることを求めます。 

 ４ 国と地方公共団体の相互の利害に関する事務費用の国の恒常的負担  

地方消費者行政は、地域住民に対するサービス提供である点で自治事務で

あると位置づけられてきました。しかし、消費生活相談業務は、地域の消費

者に対する助言にとどまらず、ＰＩＯ－ＮＥＴを通じて相談情報を国全体で

共有することにより、国と地方公共団体の相互の利害に関係する不可欠の情

報基盤であります。 

また、適格消費者団体の差止請求業務は、法令違反行為の差止請求活動に
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より消費者被害の防止及び国全体の市場の適正化の役割を果たすものであ

り、その活動を公的に支援することは、国と地方公共団体相互に重要な施策

であると言えます。 

このように地方消費者行政の事務の中には、国と地方公共団体相互の利害

に関係がある事務であって、国全体の消費者施策を円滑に運営するためには

全国の水準を維持・向上することが必要とされる事務（地方財政法１０条）

が含まれており、これについては国がその全部または相当部分を恒常的に負

担することを、制度的課題として検討することが求められます。 

５ 適格消費者団体の活動は、制度スタートから約１８年間に、２６団体が認

定を受け、差止請求訴訟の提起や裁判外の申入れ活動により、消費者被害の

防止と市場の適正化に資する極めて公益性の高い活動を担っています。しか

し、こうした差止請求活動の多くの部分が専門家の無償ボランティアによっ

て支えられている実態があります。 

そこで、適格消費者団体の活動が人的基盤及び財政基盤において持続可能

となるためには、国や地方公共団体による公的財政支援の充実が不可欠で

す。埼玉県は、特定適格消費者団体に対し高齢者等見守り促進事業及びイン

ターネット適正広告促進事業の委託を継続することにより、県内の消費者被

害防止を官民連携により推進するとともに、実質的に特定適格消費者団体の

活動を支援していますが、こうした取り組みが今後も継続できるよう国の継

続的な財政支援を求めます。 

地域の消費者団体は、高齢者見守りネットワークの担い手の役割や、一般

消費者に向けた注意喚起や一般消費者の意見の収集・表明の役割など消費者

政策を円滑に運営するうえで不可欠の幅広い役割（消費者基本法８条）が期

待されています。消費者基本法２６条には、「国は、国民の消費生活の安定

及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう

必要な施策を講ずるものとする。」と定めています。しかし、現状は、一般

消費者団体の育成・支援に関する国の施策や財政支援措置が大幅に縮小・後

退し、その結果、地方公共団体による支援の継続も困難となり、地域の多く

の消費者団体が構成員の高齢化、活動の衰退・消滅など、深刻な事態となっ

ています。 

そこで、地方消費者行政が真に機能するためには、地方公共団体と連携し

て消費者被害防止の主体的な活動を展開する消費者団体を育成・支援するこ

とが必要であり、国がその財政支援をすることを求めます。  
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７ まとめ 

以上のとおり、財政力の脆弱な地方公共団体を含め国全体の地方消費者行

政の水準を維持・強化するため、意見の趣旨に記載したとおり、国の強力な

財政支援措置の継続または同様の措置を求める必要があります。 

よって、地方消費者行政の一層の充実・強化のため、貴議会において、意

見書を採択して頂き、国の関係先に提出して頂きますようお願い致します。 

以上 


